
■�この説明書は、ご契約に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項をまとめたものであり、ご契約前に必ずお読みいただいた上でお申込みいただきますようお願い申し上げます。また、この説明書は、
ご契約のすべての内容を記載しているものではなく、契約概要および注意喚起情報をご説明しておりますので、詳しくは医療総合保障共済普通共済約款および特約（以下「約款」といいます。）も併せてお読みいただき、
ご不明な点がございましたら、取扱代理所または取扱組合までお問い合わせください。
■�ご契約者以外に医療総合保障共済をご利用いただく方（被共済者）にもここに記載されている事項をお伝えください。

● 契約概要のご説明
１．ご契約内容について

（１）保障内容
被共済者のケガや病気による入院・手術に対して保障する「ミニ医療共済プラン」、また、がんと診断確定され、がんの治療のための入院・手術、通院等に対して保障する「がん共済プラン」、「ミニ医療共済プ
ラン」と「がん共済プラン」をセットした「しっかり医療ガードプラン」の３つの保障プランがあります。また、「しっかり医療ガードプラン」では、特約により重度入院一時金、退院後療養、がん特定手術のほか、
先進医療に対して保障します。なお、万一の場合の葬祭費用は保障プラン・タイプによりお選びいただけます。

（２）特約とその内容
この共済には自動付帯の特約と任意付帯の特約があります。詳しくは取扱代理所または取扱組合までお問い合わせください。

【ミニ医療共済プラン・がん共済プラン】
共済金の種類 共済金をお支払いする場合（特約） 注意事項

葬祭費用 ケガや病気により死亡し、ご親族が葬祭費用を負担した場合に、200万円を限度として、葬祭費用の額をお支
払いします。（満69歳までの方が対象となります。）

ミニ医療共済プランのMAタイプ・MBタイプ、がん共済プランの
GAタイプ・GBタイプには自動付帯しています。

【しっかり医療ガードプラン】
共済金の種類 共済金をお支払いする場合（特約） 注意事項

重度入院一時金

がんと診断確定された場合や急性心筋梗塞、脳卒中、脳挫傷、脊髄損傷または内臓損傷により入院した場合
に所定の共済金をお支払いします。
＊�被共済者ががんと診断確定された時が共済期間の初日（継続契約の場合は、初年度契約の共済期間の初日）
からその日を含めて90日を経過した日の翌日の午前０時より前であるときは共済金をお支払いできません。

しっかり医療ガードプランの Dタイプ・E タイプ・F タイプには
自動付帯しています。

退院後療養 ケガや病気により、継続して20日以上の入院をした後、生存して退院した場合に所定の共済金をお支払いし
ます。

しっかり医療ガードプランの Dタイプ・E タイプ・F タイプには
自動付帯しています。

先進医療

ケガや病気により、日本国内において先進医療による療養を受けた場合に、1,000万円を限度（＊）として、
先進医療に係る技術料と同額をお支払いします。（満69歳までの方が対象となります。）
＊�被共済者ががんと診断確定された時が共済期間の初日（継続契約の場合は、初年度契約の共済期間の初日）
からその日を含めて90日を経過した日の翌日の午前０時より前であるときは共済金をお支払いできません。 

しっかり医療ガードプランのＡタイプ・Ｂタイプ・Ｃタイプ・Ｄタイプ・
Ｅタイプ・Ｆタイプに任意付帯していただけます。 
＊�共済期間以前において、当会が既に先進医療共済金を支払っている
場合には、既に支払っている先進医療共済金の総額を控除した額が
限度となります。

がん特定手術 がんの治療のため特定の手術を受けた場合に所定の共済金をお支払いします。（特定の手術は約款をご参照く
ださい。）

しっかり医療ガードプランの Dタイプ・E タイプ・F タイプには
自動付帯しています。

葬祭費用 ケガや病気により死亡し、ご親族が葬祭費用を負担した場合に、200万円を限度として、負担した葬祭費用の
額をお支払いします。（満69歳までの方が対象となります。）

しっかり医療ガードプランのＡタイプ・Ｂタイプ・Ｃタイプに任意付帯し
ていただけます。Ｄタイプ・Ｅタイプ・Ｆタイプには自動付帯しています。

（３）保障タイプ
お申込みできる保障タイプは、お一人につき、１タイプのみとなっております。
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２．共済期間

共済期間は、８月１日午後４時から翌年の８月１日午後４時までの１年となります。

３．共済掛金の払込方法

（１）共済掛金の払込時期等
①第１回共済掛金
共済掛金の払込方法は、収納代行会社を通して金融機関による口座振替となります。第１回共済掛金は、ご契約者の指定口座から共済期間開始の日が属する月の27日（以下「振替日」といいます。）に、当会

の預金口座に振り替えることによって払い込まれるものとします。ただし、その共済掛金が引去不能となり、その原因がご契約者にあると認められた場合は、当該契約は無効となります。
②第２回以降の共済掛金
第２回以降の共済掛金は、振替日にご契約者の指定口座から振替日の属する月の共済掛金相当額を当会の預金口座に振り替えることによって払い込まれるものとします。第２回以降の共済掛金の口座振替が

不能となった場合は、振替日の属する月の翌月の振替日に、再度その月に払い込むべき共済掛金と合わせて２か月分の共済掛金の口座振替を行います。
（２）共済契約の失効

第２回以降の共済掛金の口座振替が２か月連続して不能となった場合は、ご契約は最初の払込みがなかった振替日の属する月の１日にさかのぼって効力を失います。

４．満期返れい金・契約者割戻金

この共済には、満期返れい金・契約者割戻金はありません。

● 注意喚起情報のご説明
１．クーリングオフ（契約申込の撤回等）制度

当会の医療総合保障共済は、共済期間が１年間のため、クーリングオフ制度の対象ではありませんのでご注意ください。

２．告知義務・通知義務等

（１）ご契約に際しての注意事項
ご契約者または被共済者はご契約に際し、当会が重要な事項として告知を求めた事項（以下「告知事項」といいます。）にご回答いただく義務（告知義務）があります。告知事項について事実と異なる記載をされ
た場合には、ご契約を解除させていただくことがあります。また、その場合、既に発生しているケガや病気については共済金をお支払いできません。
※この共済では、申込書等の★印欄は告知事項となります。

（２）ご契約後の留意事項
ご契約の締結後に、ご契約者の住所を変更される場合には、取扱代理所または取扱組合にご通知ください。ご通知がないと、ご契約、お支払いに支障がでることがあります。

（３）事故発生のご連絡
被共済者がケガや病気を被った場合は、その原因となったケガや病気の発生の日から、その日を含めて30日以内に取扱代理所または取扱組合にご連絡ください。正当な理由がなくご連絡が遅延したり、事実
を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、共済金を減額してお支払いすることがありますのでご注意ください。

３．共済責任の開始時期

（１）共済期間は８月１日午後４時に始まり、翌年の８月１日午後４時に終わります。
（２）共済期間の終了に際し、ご契約者または被共済者から、当会が定める日までに特に通知のない場合、共済期間の終了する日と同一の内容で毎年自動継続されます。
（３）被共済者の年齢が進行することで、契約年齢に基づいた共済掛金に変更がある場合は、変更後の共済掛金で自動継続されます。
（４）中途加入の場合は、８月１日までの短期契約となり、共済期間終了後は自動継続の 1年契約となります。



４．共済金をお支払いできない主な場合

共済金をお支払いできない主な場合は、次のとおりです。なお、免責事由の詳細は約款の「共済金を支払わない場合」の項目に記載しておりますので、ご参照ください。

（１）医療共済
被共済者の入院または手術の原因となったケガや病気を被った時が共済期間の開始時（継続契約の場合は、初年度契約の共済期間の開始時）より前であるとき

（２）がん共済
被共済者ががんと診断確定された時が共済期間の初日（継続契約の場合は、初年度契約の共済期間の初日）からその日を含めて90日を経過した日の翌日の午前０時より前であるとき

５．共済契約の無効・取消し・失効

（１）契約者が、共済金を不法に取得する目的または第三者に共済金を不法に取得させる目的をもって共済契約を締結した場合は、ご契約は無効となり、共済掛金は返還しません。
（２）ご契約者以外の方を被共済者とする共済契約について、その被共済者の同意を得なかった場合は、ご契約は無効となり、共済掛金の全額を返還します。
（３）共済契約締結の当時、被共済者の年齢が引受対象年齢の範囲外であった場合は、ご契約は無効となり、共済掛金の全額を返還します。
（４）ご契約者、被共済者または共済金受取人の詐欺または強迫によって共済契約が締結された場合は、ご契約は取消しとなり、共済掛金は返還しません。
（５）共済契約締結の後に、被共済者が死亡された場合は、ご契約は失効となり、共済掛金は未経過期間に対し月割をもって計算した額を返還します。

6．重大事由による共済契約の解除

共済契約締結の後に次の（１）から（５）までのいずれかに該当する事由がある場合、ご契約を解除することがあります。また、その場合、解除の事由が生じた時から解除がなされた時までの期間中のケガや病気
に対しては、共済金をお支払いできません。

（１）ご契約者、被共済者または共済金受取人が、当会に共済金を支払わせることを目的としてケガや病気を生じさせ、または生じさせようとしたこと
（２）ご契約者、被共済者または共済金受取人が、共済金の請求に関し、詐欺を行い、または行おうとしたこと
（３）他の共済契約等との重複によって、被共済者に係る傷害入院共済金日額、疾病入院共済金日額等の合計額が著しく過大となり、共済制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること
（４）ご契約者、被共済者または共済金受取人が暴力団員その他の反社会的勢力に該当すると認められること
（５）�（１）から（４）までに掲げるもののほか、ご契約者、被共済者または共済金受取人が、（１）から（４）までの事由がある場合と同程度に当会のこれらの方に対する信頼を損ない、共済契約の存続を困難とす

る重大な事由を生じさせたこと

７．解約と解約返れい金

ご契約を解約する場合には、取扱代理所または取扱組合にご連絡ください。ご契約を解約した場合、解約のお申出日によっては、金融機関への振替停止の事務手続が間に合わず、共済掛金の振替が行われること
があります。この場合、振替月の翌月末日までに、ご契約者の指定口座に当会から直接返れいいたしますので、ご了承願います。

8．被共済者からの解約請求

ご契約者以外の方を被共済者とするご契約において、一定の条件に該当するときは、被共済者はご契約者に対し解約を求めることができます。この場合、ご契約者はその被共済者のご契約を解約しなければなり
ません。 

９．補償重複に関するご注意

葬祭費用補償特約を付帯するご契約に際しては、補償内容が同様のご契約がほかにある場合、補償が重複することがあります。補償が重複すると、葬祭費用補償特約の対象となる事故について、どちらのご契約
からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは共済金または保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や補償金額をご確認いただき、葬祭費用補償特約の要否をご判断いただいた上で、ご契
約ください。



10．個人情報の取扱いに関する事項

この共済契約に関する個人情報は、当会がこの共済引受けの審査および履行のために利用するほか、当会および取扱組合が、この共済以外の商品・サービスのご案内・ご提供のために利用したり、提携先・委託
先等の商品・サービスのご案内のために利用したりすることがあります。（商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。）
ただし、要配慮個人情報のほか、本籍地、保健医療等に関する情報の利用目的は、個人情報保護法、同施行令および同施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この共済契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務提携先（共済代理所を含みます。）、保険仲立人、医療機関、共済金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。

　■契約等の情報交換について
当会は、この共済契約に関する個人情報について、共済事業の健全な運営のために、一般社団法人日本共済協会、一般社団法人日本損害保険協会、損害保険会社等との間で、登録または交換を実施することが
あります。

　■再保険について
当会は、この共済契約に関する個人情報を、再保険契約の締結や再保険金等の受領のために、国内外の再保険会社等に提供を行うこと（再保険会社等から他の再保険会社等への提供を含みます。）があります。

詳しくは当会のプライバシーポリシーをご覧ください。
https://www.nikkaren.or.jp/privacy/privacy.html 

11．組合員資格のご確認

ご契約に際しては、ご契約者の組合員資格について確認させていただきます。また、組合員以外のご契約はお取扱いできない場合があります。

12．共済契約証書および約款の保存

共済契約証書および約款は大切に保存してください。

13．共済金の削減、共済掛金の追徴

当会は、異常災害その他の事由により生じた損失金をてん補するため、共済金を削減または共済掛金を追徴することがあります。

14．共済金請求のお手続について

（１）事故のご連絡をいただいた場合には、取扱代理所または取扱組合から共済金請求手続（共済金請求に際してご提出いただく書類）に関してご案内いたします。
（２）共済金請求権については、共済金請求権の発生した時の翌日から数えて３年を経過した場合、時効によって消滅しますのでご注意ください。

15．共済に関するご相談・苦情の窓口

当会では、ご利用の皆さまにより一層ご満足いただけるサービスをご提供できるよう、ご相談および苦情
を受け付けております。ご加入先の取扱組合、または当会までご連絡ください。
苦情などのお申出につきましては、ご加入先の取扱組合を中心に、当会が連携を図りながら対応いたしま

すが、解決がつかない場合には、右記の一般社団法人日本共済協会の共済相談所へご相談いただくこともで
きます。共済相談所では、審査委員会を設置しており、裁定または仲裁により、解決支援業務を行います。

ご契約に際しては、上記の重要事項説明書および約款を十分にご確認・ご了解の上、共済契約申込書をご提出ください。　 　　　　　
なお、共済契約申込書にいただく申込人印は、この重要事項説明書を受領・同意確認された印も兼ねておりますので、ご了承願います。

全日本火災共済協同組合連合会 

全日本火災共済協同組合連合会（日火連）中小企業共済相談受付センター
0 1 2 0 − 5 1 − 1 0 7 7（通話料無料）

受付時間　9：00 〜 12：00、13：00 〜 17：00（土曜日・日曜日・祝日、年末年始の休日は除く）

一般社団法人　日本共済協会　共済相談所
0 3 − 5 3 6 8 − 5 7 5 7

受付時間　9：00 〜 17：00（土曜日・日曜日・祝日、年末年始の休日は除く）


